
○　男子高校生による脅迫事件

　
○　女子高校生による銃刀法違反事件

　
○　有職少年による強制性交等事件

○　孫娘に対する児童福祉法違反事件

○　10歳代女性に対する青少年健全育成条例違反事件

○　長女に対する暴行事件

○　姪に対する傷害事件

○　乳児に対する傷害事件

　   伯父（38歳）は、知人方において、姪（10歳代）に対し、左上半身を足蹴りし、頭部を殴
　 打した上、押し倒すなどの暴行を加え、打撲症の傷害を負わせたもの。

　   実父（22歳）は、自宅において、長男（生後５か月）に対し、何らかの暴行を加え、右上
　 腕骨骨折の傷害を負わせたもの。

少年事件

児童虐待事件

　   実母（35歳）は、自宅方において、長女（８歳）に対し、頬を平手打ちし、下腹部を数回
　 蹴る暴行を加えたもの。

　　 高校生（17歳）は、被害者（10歳代女性）の携帯電話機にＳＮＳを利用し、被害者の上半
　 身裸の画像を送信した上で、「しゃーないから撒く」「今日の10時くらいまでになんもなか
　 ったら送る」などとメッセージを送信し脅迫したもの。

　   無職の男性（80歳）は、祖父という立場を利用し、孫娘（10歳代）に淫らな行為をさせた
　 もの。

　   団体職員の男性（35歳）は、ＳＮＳを通じて知り合った10歳代女性に対し、裸の画像を送
　 るように求めた上、同女とみだらな性行為をしたもの。

　　 高校生（15歳）は、正当な理由がないのに、刃体の長さが６センチメートルを超える包丁
　 １本を携帯したもの。

　　 有職少年（19歳）は、友人宅において、被害者（10歳代女性）に対し、性的暴行を加えた
　 もの。

福祉犯事件
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